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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
機械的サポートを構成する膜に支持された薄膜（２）を含む基板、特に光学、電子工学ま
たは電子光学用基板の製造方法であって、
－薄膜（２）を形成するために、ある材料からなる膜をソース基板（６）から、ソース基
板（６）の中の特定の深さの近傍に原子種を注入することにより実現される脆弱化領域（
８）に沿って分離させる工程、次いで、
－機械的サポートを構成する膜を形成するために、薄膜（２）に材料を厚膜（４）として
直接堆積させる工程を含む製造方法であって、
　前記堆積が、気相化学蒸着法、液相蒸着法、または分子ジェット蒸着法のいずれかの技
術により徐々に行われることを特徴とする方法。
【請求項２】
薄膜（２）は事前に分離され、
　少なくとも一つの有効層（１６）は、薄膜（２）のどちらか一面に形成され、かつ、厚
膜（４）は、薄膜（２）のもう一方の面に堆積されることを特徴とする、請求項１に記載
の製造方法。
【請求項３】
有効層（１６）が、ギャップの大きい材料であって、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、
またはアルミニウム、インジウムおよびガリウムのうち少なくとも二つの元素からなる化
合物のいずれかにより構成されることを特徴とする、請求項２に記載の製造方法。
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【請求項４】
薄膜（２）が、単結晶材料で構成されることを特徴とする、請求項１から請求項３のいず
れか一つに記載の製造方法。
【請求項５】
厚膜（４）が、単結晶材料、多結晶材料、アモルファス材料、多層を含む材料、または薄
膜の構成材料より安価な材料のいずれかの堆積により形成されることを特徴とする、請求
項１から請求項４のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項６】
薄膜（２）に直接、厚膜（４）を形成する前に、中間サポート（１２）に薄膜（２）を転
位する工程を含むことを特徴とする、請求項１から請求項５のいずれか一つに記載の製造
方法。
【請求項７】
中間サポート（１２）が幾つかの薄膜（２）を支持することを特徴とする、請求項６に記
載の製造方法。
【請求項８】
中間サポート（１２）の除去操作を含むことを特徴とする、請求項６または請求項７に記
載の製造方法。
【請求項９】
中間サポート（１２）の除去が、薄膜（２）を中間サポート（１２）から離し、特に中間
サポートを再生利用できるようにすることを特徴とする、請求項８に記載の製造方法。
【請求項１０】
薄膜（２）をソース基板（６）から分離させる前に、薄膜に結合層（１０）を形成する操
作を含むことを特徴とする、請求項６から請求項９のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項１１】
薄膜（２）を中間サポート（１２）に転位する前に、中間サポートに結合層（１１）を形
成する操作を含むことを特徴とする、請求項６から請求項１０のいずれか一つに記載の製
造方法。
【請求項１２】
結合層（１０、１１）が、アモルファス材料、多結晶材料、または金属材料のいずれかに
より構成されることを特徴とする、請求項１０または請求項１１に記載の製造方法。
【請求項１３】
薄膜（２）が、シリコン、炭化シリコン、サファイア、ダイアモンド、窒化ガリウム、ま
たは窒化アルミニウムのいずれかの材料、ならびにこれらの材料の内の少なくとも二つの
組み合わせ、または重ね合わせにより構成されることを特徴とする、請求項１から請求項
１２のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項１４】
厚膜（４）が、シリコン、炭化シリコン、サファイア、ダイアモンド、黒鉛、窒化ガリウ
ム、または窒化アルミニウムのいずれかの材料、ならびにこれらの材料の内の少なくとも
二つの組み合わせ、または重ね合わせにより構成されることを特徴とする、請求項１から
請求項１３のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項１５】
厚膜（４）が、単結晶の性質を有するように、厚膜を堆積させることを特徴とする、請求
項１から請求項１４のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項１６】
厚膜（４）が、多結晶、絶縁物、または導体のいずれかの性質を有するように、厚膜を堆
積させることを特徴とする、請求項１から請求項１５のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項１７】
厚膜（４）の形成のためのシード膜として薄膜（２）を使用することにより、この厚膜（
４）を形成することを特徴とする、請求項１から請求項１６のいずれか一つに記載の製造
方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、基板、特に光学、電子工学または電子光学用基板の製造方法の分野、およびこ
うした製造方法により得られる基板の分野に関するものである。より正確には、本発明は
、ミクロシステム、センサ、エレクトロルミネセンス用またはレーザー用ダイオード、等
の実現を目指した基板に関するものである。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
特に仏国特許発明第２６８１４７２号明細書により、ソース基板の材料からなる薄膜をサ
ポート上に転位する基板の製造方法は既知である。この場合、薄膜とサポートの間の接着
操作はしばしば分子付着により実現されているが、良好な界面を得るためには、接触させ
るに先立ち接着表面に特殊な準備作業が必要となる。ところで、この準備作業には、一般
的に研磨、平坦化、物理・化学的処理、中間膜等を実現する操作が含まれるが、これは比
較的時間がかかり、また複雑である。このことは特に、サポート基板が多結晶の場合にあ
てはまる。
【０００３】
本発明の目的の一つは、サポート上に薄膜を含む基板の、先行技術の方法と比べてかなり
単純、かつ非常に経済的な製造方法を提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明によると、この目的は、機械的サポートを構成する膜によりもたらされる薄膜を含
む基板、特に光学、電子工学または電子光学用基板の製造方法のおかげで達成され、その
製造方法は以下の工程を含む。
－薄膜を形成するために、ある材料からなる膜をソース基板から分離させること、次いで
－機械的サポートを構成する膜を形成するために、薄膜上に材料を厚膜として堆積させる
こと。
【０００５】
本発明による方法の実施は容易であり、かつ研磨、平坦化、中間膜の実現、等のような時
間と費用がかかる準備作業を接触面に施す必要がなくなり、場合によっては、これら準備
作業の全工程は、高温処理を伴うことが望ましい、厚膜の形成前に行う単純な研磨に置き
換えることができる。
【０００６】
特に、厚いサポート上に薄膜の既知の転写技術では、単結晶、多結晶、アモルファス、等
であってもモノブロックからなる薄膜を、組立て前に実現した、同じくモノブロックから
なる厚いサポート上に転写し、本発明によると、直接薄膜上に厚いサポートが形成される
。こうして、本発明による方法の実施は、時間と費用がかかる表面の準備工程を解消し、
費用の節減をもたらす。
【０００７】
有利には、本発明によると、直接薄膜上にサポート構成材料を、たとえば、気相化学蒸着
法（当業者には、Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ　という英語表
現の頭文字《ＣＶＤ》と称されている）により堆積させる。この場合、薄膜とサポートの
間に、先行技術による方法では一般的に実現不可能であった、特に電気および／または熱
伝導率の点で優れた品質の界面が得られる。
【０００８】
こうして厚膜は、たとえば銅の電解析出のような金属の堆積に相当するものとなる。
【０００９】
しかし厚膜はまた、溶融材料および／または粘性材料または焼結材料からも形成すること
ができる。
【００１０】
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本発明による方法は、有利にはそれぞれ熱膨張率薄膜または近接しているか、または等し
い結晶パラメータを有する材料により、薄膜および厚膜が構成される基板を実現するのに
実施される。
【００１１】
また本発明による方法は、多結晶、アモルファス、セラミック、多層、等のサポート基板
上の、たとえば半導体材料による単結晶薄膜を備える複合基板を実現する範囲で、特に注
目しなくてはならない。実際、特に堆積および／または成長に関する幾つかの技術により
、安価な費用で厚膜を形成することができる。たとえば、本発明の方法に従って、多結晶
炭化シリコンまたはアモルファスからなる厚膜を単結晶炭化シリコンからなる薄膜上に形
成することにより、これらの基板を全て良質の単結晶炭化シリコンとした場合に比べては
るかに安価に、炭化シリコンからなる基板を形成することができる。
【００１２】
他に、本発明による方法は、良質のサポート構成材料の成長を促進するという点で有利で
ある。すなわち、安い費用で基板の実現を望む場合、先行技術により、多結晶材料または
アモルファスからなる安価なサポート上に薄膜を転位することができる。この考えを本発
明による方法に移し替えると、安価な材料からなる厚膜が、付加価値が非常に高い材料か
らなる薄膜上に実現される。しかしこの薄膜が単結晶であると、厚膜と同一材料からなる
モノブロックの膜を直接該薄膜上に転位する場合に比べて、厚膜はよりよい品質のものと
なろう。実際、サポート、すなわち本発明による方法に従って形成する厚膜が多結晶の場
合、そのサポート中に、様々な結晶粒子のよりよい付着および最適な結晶方位と同様に、
相の成長が得られる。しかし逆に本発明による方法が、たとえばアモルファス状の絶縁物
のような中間膜を薄膜とサポートの間に含む場合、この利点は弱められることがある。
【００１３】
本発明の方法によると、薄膜上での厚膜の幾つかの成長条件において、薄膜は、厚膜の準
単結晶または単結晶の成長に対する成長核としての役割を果たす。これらの条件は、薄膜
上での厚膜の準エピタキシャルまたはエピタキシャルな成長に相当する。
【００１４】
本発明による方法は、以下の特徴を個別にまたは組み合わせて備えることが有利である
が、それはまた任意でもある。
【００１５】
－有効層を該薄膜のある面および／または他の面上に堆積させる操作を含む；この有効層
が、たとえば、窒化ガリウム、窒化アルミニウムのようなギャップの大きい材料、または
たとえばアルミニウム、インジウムおよびガリウムを含む表中に含まれる少なくとも二つ
の元素からなる化合物のその他の材料からなること；
【００１６】
－少なくとも一つの有効層が、厚膜の形成前に堆積されていること；
【００１７】
－少なくとも一つの有効層は、厚膜の形成後に堆積していること；
【００１８】
－有効層および厚膜が、互いに薄膜の異なる面上に堆積していること；
【００１９】
－薄膜が単結晶材料により構成されていること；
【００２０】
－厚膜が、単結晶材料、多結晶材料、アモルファス材料、多層を含む材料、および薄膜の
構成材料より安価な材料からなる表中に含まれる材料の堆積により形成されること；
【００２１】
－薄膜上に結合層を形成する操作を備え、かつこの結合層は、アモルファス材料、多結晶
材料、およびタングステンまたはタングステンシリコン化合物のような金属を含む表中に
含まれる材料からなる；なおこれらの特性が組み合わせ可能である（たとえば、多結晶と
金属のように）ことは了解されている；この結合層は、たとえば薄膜をソース基板から分
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離する前に形成することができる。
【００２２】
－薄膜上に厚膜を形成する前に、中間サポート上に薄膜を転位する工程を含むこと；
【００２３】
－中間サポートを除去する操作を含むこと；
【００２４】
－中間サポートの除去は、中間サポートから薄膜を離すことにより実現されるが、それは
特に該中間サポートを再生利用するためである；
【００２５】
－薄膜の転位の前に、中間サポート上に結合層を形成する操作を備えるが、この結合層は
、アモルファス材料、多結晶材料、およびタングステンまたはタングステンシリコン化合
物のような金属材料を含む表中に含まれる材料により構成される；なおこれらの特性が組
み合わせ可能である（たとえば、多結晶と金属のように）ことが了解されていること；
【００２６】
－薄膜は、シリコン、炭化シリコン、サファイア、ダイアモンド、窒化ガリウム、窒化ア
ルミニウムを含む表中に含まれる材料、ならびにこれらの材料の内の少なくとも二つの組
み合わせ、または重畳により構成されること；
【００２７】
－厚膜は、シリコン、炭化シリコン、ダイアモンド、サファイア、黒鉛、窒化ガリウム、
窒化アルミニウム、窒化ホウ素を含む表中に含まれる材料、ならびにこれらの材料の内の
少なくとも二つの組み合わせ、または重畳により形成されること；
【００２８】
－薄膜は、脆弱化領域においてソース基板から分離されること；
【００２９】
－脆弱化領域が、このソース基板の所定の深さの近傍に原子種を注入することにより実現
されること；
【００３０】
－薄膜とソース基板の残部の間に挿入された領域をたとえば化学的攻撃により薄膜が除去
することにより、ソース基板から分離されること；
【００３１】
－厚膜が、単結晶、多結晶、絶縁物および導体としての性質を含む表中に含まれる特殊な
性質に対応するように厚膜の堆積条件を最適化し、単結晶および導体としての性質のよう
に、これらの二つの性質が場合によっては結合し得ることが了解されるようにすること。
【００３２】
上記、およびこの明細書の以下の記述において、原子の注入とは、材料中の最高濃度を伴
った原子種またはイオン種を導入する可能性のあるこれらのあらゆる衝撃を意味する。な
おこの最高濃度は、衝撃を受けた表面の深さに伴って位置している。原子種またはイオン
種は、最大値の周りに分布するエネルギーを伴って材料中に導入される。材料中への原子
種の注入は、イオンビーム注入装置またはプラズマ浸せき装置、等により実現される。原
子種またはイオン種とは、イオン形態、中性、または分子形態の原子、あるいはイオン形
態または中性の分子、あるいはイオン形態または中性の様々な原子または分子の組み合わ
せを意味する。
【００３３】
【発明の実施の形態】
本発明のその他の様相、目的および利点は、以下の詳細な記述を読めば明らかになり、ま
た本発明は同様に、添付図面をもとによりよく理解されるであろう。
－図１は、本発明にかなった方法の実施例の工程を概略的に示したものである；
－図２は、本発明にかなった方法の他の実施例の工程を概略的に示したものである；
－図３は、本発明にかなった方法のさらに他の実施例の工程を概略的に示したものである
；
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－図４は、本発明にかなった方法のさらに他の実施例の工程を概略的に示したものである
；
－図５は、本発明にかなった方法のさらに他の実施例の工程を概略的に示したものである
；
－図６は、本発明にかなった方法のさらに他の実施例の工程を概略的に示したものである
；
－図７は、本発明による方法の変形形態として使用することができる、四つの薄膜を有す
る中間サポートを斜視図として概略的に示したものである；また
－図８ａおよび図８ｂは、本発明による方法の変形形態により得られる基板の例を断面図
として概略的に示したものである。
【００３４】
特定のものではあるが、非制限的な五つの実施態様を用いて、本発明による実施方法を詳
細に以下に記述する。
【００３５】
図１に示す第一の実施態様によれば、以下の工程を実施することにより、薄膜の機械的サ
ポートを形成する厚膜４上に薄膜２を備える最終基板１４が実現される。
－アモルファス材料からなる膜の形成し、原子種注入を受けるソース基板６の表面に結合
膜１０を実現し、および中間サポート１２の表面にアモルファス材料からなる膜を形成し
、もう一つの結合層１１を実現すること、
－脆弱化領域８を形成するためにソース基板６の定められた深さに原子種を注入する、
－結合層１０および１１の接触１００、
－脆弱化領域８の面におけるソース基板６から薄膜２の分離２００、
－脆弱化領域８に対応した、薄膜２の表面における厚膜４の堆積３００、および
－結合層１０および１１を除去４００し、中間サポート１２から薄膜２を離すこと。
【００３６】
結合層１０の形成および原子種注入のそれぞれの工程は上述において示された順序で実現
することもできるし、またその他の方法で実現することもできる。
【００３７】
原子種の注入および薄膜２の、分離２００のそれぞれの工程については、たとえば仏国特
許発明第２６８１４７２号明細書に記載されている。
【００３８】
結合層１０および１１の形成工程は、当業者には既知の方法の一つによる、アモルファス
材料の膜形成に対応している。
【００３９】
厚膜４の堆積３００を行う前に、薄膜２が補足の技術工程を受けることがある点に注目し
なくてはならず、全体としてまたは部分的に電子部品を形成することにあるか、またはエ
ピタキシャルな性質の有無はあるが、追加のフィルムの均一な堆積の対象とするためであ
る。
下記の表は、上述の第一の実施態様において使用可能な材料の例を一つにまとめたもので
ある。
【００４０】
【表１】



(7) JP 5051962 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

【００４１】
上の表では以下の表同様に、《モノ》は《単結晶》を、また《ポリ》は《多結晶》を表す
ために使用している。
【００４２】
使用例１：
第一の実施例は、表１の第一列目に対応している。
【００４３】
第一の実施態様は、多結晶炭化シリコンからなる厚膜４上に単結晶炭化シリコンからなる
薄膜２を具備する基板の形成に特に有利である。
【００４４】
実際単結晶の形態では炭化シリコンは、単結晶シリコンに対して実際に得られたものより
小径の基板であっても、自由に使用することはできない。このことは、特に、単結晶シリ
コンに対するよりも、単結晶炭化シリコンの方がはるかに複雑かつ費用のかかるインゴッ
トの引き抜き技術に、さらには、より繊細でより長く、またより費用がかる基板の形成工
程に起因するが、それは炭化シリコンの硬度と脆性の関係が有利でないことによる。
【００４５】
このように本発明による方法は、特に、炭化シリコンからなる薄膜２を有する基板の実現
にとって有利である。というのは該方法によると、ソース基板６から薄膜２を多数回採取
し、また安価な厚膜４上に採取した各薄膜２を転写することができるからである。
【００４６】
さらに炭化シリコンは大電力半導体装置の分野に主要な用途を見出している。こうした用
途には極めて厳しい幾つかの仕様があり、そのため炭化シリコンからなる薄膜２の転位に
対して、サポート基板の可能な選択肢が制限される。実際ある場合、これらの仕様のため
サポートには良好な電気および熱の伝導性が要求される。多結晶炭化シリコンはこれらの
厳しい要件に応える。こうした特性の面で、多結晶炭化シリコンは単結晶炭化シリコンに
極めて近い：多結晶炭化シリコンは、熱膨張率がよく一致し、また１６００℃または１７
００℃（炭化シリコンのエピタキシーの回復および原子種の注入後の焼き鈍しに必要とさ
れる温度）になる可能性のある温度での処理にも適合する。
【００４７】
その他、多結晶炭化シリコンの使用は、単結晶炭化シリコンの通常の利用者の技術の修正
を殆ど必要としない。
【００４８】
つまりは、多結晶炭化シリコンは、化学的攻撃に対して優れた抵抗力を呈する。
【００４９】
多結晶炭化シリコンからなる厚膜４上に単結晶炭化シリコンからなる薄膜２を実現する場
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合、有利には結合層１０および１１は酸化シリコンで形成される。
【００５０】
厚膜４は、気相化学蒸着法（この方法は、炭化シリコンにとって比較的低い蒸着温度、つ
まりは約１３５０℃で実施することができるという主要な利点を呈する）、気相エピタキ
シー法（当業者には、《Ｖａｐｏｒ　Ｐｈａｓｅ　Ｅｐｉｔａｘｙ》という英語表現の頭
文字ＶＰＥ、または《Ｈｙｄｒｉｄｅ　Ｖａｐｏｒ　Ｐｈａｓｅ　Ｅｐｉｔａｘｙ》とい
う英語表現の頭文字ＨＶＰＥとして知られているもの）、高温気相化学蒸着法（当業者に
は、《Ｈｉｇｈ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓ
ｉｔｉｏｎ》という英語表現の頭文字ＨＴＣＶＤとして知られているもの）、またはその
他の等価な技術により実現することができる。また厚膜４を実現するため、一般的にイン
ゴットの生成に用いる技術から生まれた技術を使用する。その例としては、昇華技術、ま
たは一般的に球の引き出し方法で使用する技術が挙げられる。こうした技術の使用は、堆
積品質の点で常に最適ではない（低温、不均質な条件、速い成長速度、等）が、経済性の
点では使用することができる。
【００５１】
厚膜４は、有利には直径が５０ｍｍの炭化シリコンからなる基板の場合、３００ミクロン
である。炭化シリコンからなる厚膜４は、成長速度が時間当たりおよそ１００ミクロンの
、気相化学蒸着法により実現される。
【００５２】
その上、厚膜４の堆積３００に対して薄膜２の単結晶材料に対応した表面を使用し、この
堆積パラメータを最適化すると、単結晶サポート基板を生成することができる。この場合
、薄膜２は単結晶厚膜４の生成に対する成長核の役割を果たす。この単結晶厚膜４の品質
は、堆積パラメータの最適化の度合いおよび目指す用途に応じて、悪くもなりまた中程度
にもなるが、それにもかかわらず、その結果得られる基板は比較的安価であるという利点
を呈することがある。しかし、基板の用途にとって必要であれば、この単結晶厚膜４は、
良質の、または極めて良質のものとなり得る。また用途によっては、数百ミクロンを大き
く超えるような極めて厚い膜４を具備する基板を形成するような方法で厚膜４を成長させ
ることができる。上述した実施態様例の変形形態によれば、厚膜４は、炭化シリコンの外
に、多結晶窒化アルミニウム、ダイアモンド、またはその他の材料で実現することもでき
る。
【００５３】
中間サポート１２は、炭化シリコンからなる厚膜４の成長条件の支持と同時に、除去し得
るものでなくてはならない。中間サポート１２の除去手段の選択により、サポートの構成
材料の選択に条件が付けられることがある。実際、食刻、あるいは機械的または化学的除
去により該中間サポートを犠牲にすることを望む場合は、食刻および除去の工程、ならび
に中間サポート１２自体は安価なものでなくてはならない。この場合、有利には窒化アル
ミニウムを使用する。また同様に安価なシリコンも使用することができるが、厚膜４の炭
化シリコンの堆積に適合させることはより困難となる。逆に、中間サポート１２を除去し
、回収した場合、より高価な材料を使用することができる。この場合、多結晶炭化シリコ
ンを、また場合によっては消費されることなく、再利用可能な単結晶炭化シリコンを選択
することができる。
【００５４】
有利には酸化シリコンの結合層１１で覆われた多結晶炭化シリコンからなる中間サポート
１２を使用する。
【００５５】
酸化シリコンの使用は、ソース基板６上での薄膜２の採取を容易にする。実際、酸化シリ
コンの平坦状態での堆積は、既知でありしかも容易に実施可能な技術を用いて、表面の不
均一性を消し、さらに研磨、平坦化、清浄化、化学的加工、および酸化シリコン上への酸
化シリコンの接着というそれぞれの工程を実現することができる。
【００５６】
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結合層１０と１１の酸化シリコンはまた、他の材料、たとえば窒化シリコン（Ｓｉ3Ｎ4）
に置き換えることができる。後者は、酸化シリコンよりも高温に耐えることができる。こ
の利点が特に有利となるのは、良質の単結晶または多結晶の膜を形成するため薄膜４の堆
積を最適化する範囲で使用する時か、あるいは堆積速度を早めることを望む場合である。
【００５７】
本発明による方法の実施態様のこの第一例は、以下を含む：
【００５８】
－単結晶炭化シリコンからなる薄膜２、酸化シリコンからなる二つの結合層１０および１
１、ならびに多結晶または単結晶の炭化シリコンからなる中間サポート１２を積み重ねる
ことにより構成される構造体を実現すること；この構造体は、当業者には既知の膜の転位
法（たとえば、仏国特許発明第２６８１４７２号明細書に記されているようなＳｍａｒｔ
－Ｃｕｔ（登録商標）法の応用を参照のこと）により実現することができる；
【００５９】
－たとえば、１３５０℃での気相化学蒸着法により、炭化シリコンによる厚膜サポート４
を薄膜２の自由面上に堆積３００させること；
【００６０】
－フッ化水素酸浴での化学的食刻により結合層１０および１１を除去４００し、中間サポ
ート１２を回収すること；単結晶または多結晶の形態での炭化シリコンはフッ化水素酸に
は不活性であるが、一方酸化シリコンはフッ化水素酸により極めて容易に食刻することが
できる；および
【００６１】
－多結晶炭化シリコンからなる厚膜サポート４の表面を粗仕上げ研磨すること；この面は
最終基板１４のサポート後面に当たるため、粗仕上げで十分である；なお薄膜４の堆積が
よく管理されている場合、この研磨工程を省くことができる。
【００６２】
必要があれば最終基板１４の幾何学形状を修正し、それによりたとえば、最終基板１４を
所定の直径に戻し、端部の垂れ下がりの形状を戻し、また基板端部の小結節を除去するこ
と等ができる。
【００６３】
また、有利には仕上げ作業中、特に最終基板１４の後面の選択的研磨の間、最終基板１４
の単結晶炭化シリコンの前面、すなわち薄膜２の自由面を保護することができる。本発明
による方法の第一工程では、薄膜２は当然ながら中間サポート１２によって保護されるこ
とが注目される。
【００６４】
上述の本発明による方法の実施態様により得られた最終基板１４は、薄膜２と厚膜４の間
に、電気および熱に対して極めて伝導率の高い界面を呈する。その理由は、一方では本発
明による方法のおかげで、薄膜２上に厚膜４の材料を直接堆積させることにより、先行技
術を採用する時のように、接着時に形成される空隙を回避することができるためと；他方
、先行技術の場合とは逆に、接着技術において一般的に使用されているような、酸化シリ
コンまたはその他からなる中間膜を使用することがなくなるからである。さらに本発明に
よる方法は、硬度が高く、また化学的不活性度の大きい炭化シリコンの平坦化および研磨
の工程を解消することを可能にする。このことは特に有利であり、何故なら、多結晶炭化
シリコンを使用すると研磨の問題が悪化するためであり、この多結晶炭化シリコンに対す
る研磨時の攻撃速度が、結晶粒毎にあるいは結晶粒と結晶粒の継目の間で変動する上、結
晶粒に固有の量単位の結晶の性質によっても変動するからである。
【００６５】
それにもかかわらず注目されることがあり、ある種の用途に対して本発明による方法を実
施し、厚膜４を形成することができるが、本発明による方法を実施する際の材料または条
件を選択し、たとえば薄膜２と厚膜４の間に絶縁材料からなる中間膜を実現することによ
り、電気的または熱的伝導率の低い界面を得ることができる点である。
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【００６６】
上述の本発明による方法の実施態様の第一例は、多くの変形形態を備えることがある；特
に上記の材料の代わりに、表１の第一列目にある他の材料を置き換えることができる。
【００６７】
同様に本発明による方法の実施態様のこの第一の実施例において、化学的食刻による結合
層１０および１１の除去操作４００を、事前に原子種の（たとえば、中間サポート１２の
中への）注入作業を備える中間サポート１２と薄膜２を離す操作、および／または機械的
応力の印加に置き換えることができる。こうして、結合層１０および１１の中に通路を形
成するような当業者には既知の技術により、結合層１０および１１の除去操作４００、お
よび／または中間サポート１２と薄膜２を離すことを容易にすることができる。
【００６８】
同様に中間サポート１２を設けることなく、上述した本発明による方法を実施することも
可能である。このことは特に、転位した薄膜２が十分に厚く、また十分に剛性のある材料
で実現されている場合に当てはまる。たとえば、数十ミクロンの厚さの炭化シリコンから
なる薄膜２は十分な機械的堅牢さを持ち得る。
【００６９】
同様に、ソース基板６上に採取した炭化シリコンからなる薄膜２の極性が、初期ソース基
板６の極性によって選択され得る点が注目される。炭化シリコンからなる基板の極性は、
Ｓｉ面またはＣ面に対応しているが、この概念は当業者には周知である。場合によっては
、ソース基板６上での薄膜２の採取は、極性を二回変更することができる二重転位の対象
となることがある。
【００７０】
厚膜４の堆積の前に、薄膜２上に、たとえば絶縁性の中間膜を構成する操作を想定するこ
ともできる。この中間膜は、たとえば薄い（５００Å）酸化物である。よって、こうして
たとえば、ＳｉＣからなる基板を、薄い酸化シリコンからなる中間膜上のＳｉＣの薄膜２
により構成された絶縁物上で得られるが、これらの膜自体は、たとえば多結晶シリコンか
らなる厚膜４上に存在する。
【００７１】
本発明による方法の第一の実施態様の第二の実施例を以下に記述する。これは、たとえば
特に電子光学用の窒化ガリウムからなる基板の実現に対応している。
【００７２】
実施例２：
表１の第二列目に対応するこの第二の実施例によると、図２に示す以下の工程が実現され
る。
【００７３】
－有機金属気相化学蒸着法（当業者には、《Ｍｅｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ》という英語表現の頭文字《ＭＯＣＶＤ》とし
て知られているもの）、または分子ジェットによるエピタキシー（当業者には、《Ｍｏｌ
ｅｃｕｌａｒ　Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ》という英語表現の頭文字《ＭＢＥ》として知
られているもの）による単結晶炭化シリコンからなるソース基板６上に単結晶窒化ガリウ
ムからなる薄膜２を堆積させること；
【００７４】
－薄膜２上に酸化シリコンからなる結合層１０を堆積させること；
【００７５】
－多結晶炭化シリコンからなる中間サポート１２上に酸化シリコンからなる結合層１１を
堆積させること；
【００７６】
－二つの結合層１０および１１を互いに接触１００させ、それらの間で結合層１０および
１１を接着さること；。
【００７７】
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－窒化ガリウムからなる薄膜２のソース基板６からの分離２００を、薄膜２とソース基板
６の界面（たとえば、機械的応力の印加による）か、または、たとえばソース基板６の単
結晶炭化シリコンの中、または薄膜２の窒化ガリウムの中への原子種注入により実現した
脆弱化領域にて行う；
【００７８】
－薄膜２の自由面に、気相化学蒸着法により多結晶炭化シリコンからなる厚膜４を堆積３
００させること；および
【００７９】
－結合層１０および１１の除去により除去４００を実現し、それはたとえば、フッ化水素
酸浴または材料の単純な除去（当業者には、《Ｅｔｃｈ－ｂａｃｋ》という英語の術語と
して知られている技術によって、中間サポート１２、ならびに結合層１０および１１を除
去することによる）によるか、事前脆弱化領域、またはそれ以外の領域における結合層１
０および１１の分裂によるか、または機械、熱、化学、静電等の応力作用により、予め定
められた面において、基板から二つの部分を離すための、当業者には知られているまった
く他の技術による。
【００８０】
この実施例２のその他の変形形態も考えられうる。このように、多結晶炭化シリコンの堆
積３００を、厚膜４を形成するために、多結晶窒化アルミニウムまたは多結晶窒化ガリウ
ムの気相化学蒸着、あるいはダイアモンドの薄膜形成に置き換える。
【００８１】
他の変形形態によると、高圧下での気相エピタキシー法により、厚膜４の多結晶窒化ガリ
ウムが形成される。
【００８２】
また他の変形形態によると、中間サポート１２の多結晶炭化シリコンを、窒化アルミニウ
ムまたはサファイアに置き換える；次いで結合層１０および１１の除去４００の前に、気
相化学蒸着法により多結晶窒化アルミニウムからなる厚膜４の堆積３００を実現する。
【００８３】
また他の変形形態によると、実施例２の変形形態を実施するが、ここでは、窒化ガリウム
の膜のみならず、下にあるソース基板６の炭化シリコンの膜をも含む薄膜２を採取する。
このことは、たとえば原子種の注入により、ソース基板６のある深さの所に脆弱膜を形成
することにより実現される。この場合、他の変形形態により、二重の転位を行ったとすれ
ば、すなわち中間サポート１２の転写の前にもう一つの転位を行ったとすれば、結合層１
０および１１以外に炭化シリコンからなる薄膜２の一部をも除去する。
【００８４】
また他の変形形態によると、薄膜２を構成する窒化ガリウムの膜は、窒化アルミニウムま
たはその他の材料に、あるいはこれら様々な材料を積み重ねたものに置き換えられ、さら
に場合によっては、中間にその他の化合物を伴うことがある。
【００８５】
本発明による方法の第一の実施態様の第三の実施例を以下に述べる。
【００８６】
実施例３：
この実施例は、大径の単結晶シリコンからなる基板の実現に対応している。これらの基板
は、実現が困難なため高価である。単結晶炭化シリコンからなる基板の場合同様、たとえ
ば、多結晶、アモルファスまたはその他の材料からなる、より品質の劣るサポート上に単
結晶材料からなる薄膜を実現することが有利である。サポート上に直接薄膜の接着を実施
すると、研磨、平坦化、接着界面の物理・化学、脱ガス、等の困難な問題に直面する。本
発明による方法では、有利には薄膜２の面にサポートを形成する厚膜４を直接堆積させて
サポートを実現するため、こうした困難な問題を回避し得る利点がある。
【００８７】
実際本発明による方法によると、つまりは上記にて説明したように、極めて良好な品質の
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界面を実現することを可能にする。
【００８８】
有利には厚膜４の堆積期間中に、場合によっては厚さに応じたドーピングを施し、この界
面の電気および熱に関する透明度を促進する。
【００８９】
表１の第三列目に対応するこの第三の実施例によると、以下の工程を実施する。
－中間サポート１２上の絶縁物（結合層１０および１１）上に、単結晶シリコンからなる
薄膜２を実現すること；
－薄膜２上において、多結晶シリコンからなる厚さが少なくとも７２５μｍの厚膜４を形
成３００すること；
－中間サポート１２を離し、回収４００すること；
－シリコン／酸化シリコンの選択的食刻（たとえば、フッ化水素酸による）による物理・
化学的処理、および／または機械的除去操作により、薄膜２のシリコンの表面領域の良好
な品質を取り戻すこと；および
－得られた最終基板１４に対する、成形操作（研磨、すり合わせ加工、端部の成形加工、
化学的処理）を、平坦度、厚さ、端部の垂れ下がり等に関する規格（たとえば、ＳＥＭＩ
またはＪＥＩＤＡ）に合致するように施すこと。
【００９０】
シリコンからなる基板の絶縁物上での実現工程の実施は、前述のようにシリコンからなる
ソース基板６の脆弱化領域８に原子種を注入し、次いでソース基板６上にシリコンからな
る結合層１０を形成し、併せて多結晶または単結晶シリコンからなる中間サポート１２上
にシリコンからなる他の結合層１１を形成し、次いで結合層１０および１１の接触１００
および接着を行いつつ、その後、ソース基板６から薄膜２を分離させる。
【００９１】
絶縁物上のシリコンからなる基板のこの実現工程は、たとえば、Ｓｍａｒｔ－Ｃｕｔ（登
録商標）技術（たとえば、仏国特許発明第２９８１４７２号明細書を参照）によって行う
ことができる。
【００９２】
絶縁物上のシリコンからなるこの基板は、厚膜４の形成後に取り外さなくてはならない；
この取り外しは、シリコンからなる薄膜２をソース基板６から分離させるための、既知の
いかなる技術を用いても実施することができる。こうした技術は、当業者には英語の術語
である《ｌｉｆｔ－ｏｆｆ》として知られている、埋め込まれた酸化シリコン（たとえば
、結合層１０および１１）を除去する技術であってもよい。またこうした技術は、機械的
応力の利用をもたらすことがある。前述のリフトオフ技術の代わりに、機械、熱、静電等
の応力を利用して、接着界面、多孔質領域であるエピタキシー界面、事前脆弱化領域、等
に位置している二つの部分を互いに分離させることができる。
【００９３】
中間サポート１２を離すことを実現する箇所は、接着の第一界面、または結合層１０およ
び１１と中間サポート１２の間にある界面のいずれか、あるいは原子種（たとえば水素）
の補完的注入を実施した場合は、結合層１０および１１の中、薄膜２の中、またはこの注
入により脆弱化した領域にある中間サポート１２の中である。
【００９４】
前述した成形操作はまた、薄膜２を中間サポート１２から離す前に、部分的または全体的
に実現することができる点が注目される。
【００９５】
さらにまた厚膜４の堆積３００に先立ち絶縁物（酸化物、窒化物、ダイアモンド、等）を
薄膜２上に形成し、最終基板１４が、絶縁物上にあるシリコンからなる構造体となるよう
にする。
【００９６】
上記で紹介した実施例の変形形態によれば、薄膜２上にダイアモンドからなる厚膜４を形
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成する。その結果得られる最終基板１４は、薄膜２の面における発熱を効率よく放出させ
ることが有用である場合、特に有利である。
【００９７】
図３に示す、本発明による方法の第二の実施例によれば、本発明による方法の実施態様の
、第一の実施例の範囲で上記にて示された方法により、厚膜４上に薄膜２を実現し、次い
で薄膜２の自由面に有効層１６を堆積させる。
下の表２は、電子工学、光学または電子光学の分野において利点を呈する基板を実現する
範囲で、本発明による方法の実施態様の六つの第二の実施例を一つにまとめたものである
。
【００９８】
【表２】

【００９９】
実施例４：
この実施例（表２の第一列目）によると、多結晶炭化シリコンからなる中間サポート１２
上に単結晶炭化シリコンからなる薄膜２を実現、両者の間に結合層１０および１１が存在
する構造体が実現される。次いで、気相化学蒸着法により多結晶炭化シリコンからなる厚
膜４を堆積させる。こうして得られた構造体は、次いで厚膜４上の薄膜２により構成され
た構造体を中間サポートから分離させるのに適した処理を受ける。この処理は、たとえば
、機械的応力を伴う場合もあり、そうでない場合もあるが、フッ化水素酸中での結合層１
０および１１の食刻、または中間サポート１２の材料の単純な除去、また場合によっては
結合層１０および１１の単純な除去からなる。最後に、薄膜２の単結晶炭化シリコンの自
由面に、ＭＯＣＶＤにより窒化ガリウムからなる有効層１６の堆積を実現する。窒化ガリ
ウムからなる該有効層１６は、特に電子光学の用途に有利である。
【０１００】
実施例５：
この実施例（上記の表の第二列目）によると、前述の方法で、多結晶炭化シリコンからな
る中間サポート１２上にシリコン｛１１１｝からなる薄膜２を備え、両者の間に酸化シリ
コンからなる膜が存在する構造体を実現する。シリコン｛１１１｝からなる薄膜２上に、
気相化学蒸着法により多結晶炭化シリコンからなる厚膜４を堆積させる。こうして得られ
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た構造体は、次いで、機械的応力を伴う場合もあり、そうでない場合もあるがフッ化水素
酸浴中での処理を受けるか、または薄膜２および厚膜４を中間サポート１２から離すのに
適したまったく他の処理を受ける。次いで、窒化ガリウムの良好なエピタキシーを可能に
する既知の材料であるシリコン｛１１１｝の自由面に、ＭＯＣＶＤにより単結晶窒化ガリ
ウムからなる堆積を実現する。シリコン｛１１１｝の厚さは１０００Å未満に制限するこ
とが望ましいが、それは、上述した様々な操作を行う時に発生する可能性のある熱膨張に
、破壊することなく適応できるようにするためである。
【０１０１】
実施例６：
この実施例（上記の表の第三列目）によると、多結晶炭化シリコンからなる中間サポート
１２上にサファイアからなる薄膜２を実現し、両者の間に酸化シリコンからなる結合層１
０および１１を有するものであり、次いで、薄膜２上に炭化シリコンからなる厚膜４の堆
積３００を実現する。中間サポート１２を回収するため、結合層１０および１１は除去さ
れる。最後に、サファイア上に窒化ガリウムからなる有効層１６が堆積される。サファイ
アもまた、窒化ガリウムの良好なエピタキシーを可能にする既知の材料である。
【０１０２】
実施例７：
この第七の実施例（上記の表の第四列目）によると、前述の三つの実施例のいずれか一つ
に記載の構造体が実現されるが、その中で、多結晶炭化シリコンからなる厚膜４は多結晶
窒化アルミニウムに置き換えられる。
【０１０３】
実施例８：
この実施例（上記の表の第五列目）によると、前記の実施例４から６のいずれか一つに記
載の構造体が実現されるが、多結晶炭化シリコンからなる厚膜４はＨＶＰＥにより堆積さ
せた多結晶窒化ガリウムに置き換えられる。
【０１０４】
実施例９：
この実施例（上記の表の第六列目）によると、前述の五つの実施例のいずれか一つに記載
の構造体が実現されるが、中間サポート１２の多結晶炭化シリコンは多結晶窒化アルミニ
ウムに置き換えられる。
【０１０５】
上述の六つの実施例において、単結晶炭化シリコン、シリコン｛１１１｝またはサファイ
アは、窒化ガリウムに対するエピタキシー基板としての役割を果たす。炭化シリコンは窒
化ガリウムとほとんど変わらない熱膨張率を有するという利点がある。
【０１０６】
厚膜４の厚さに対する特性が重要になる場合がある点に注目すべきであり、それはたとえ
ば、最終基板１４の後面に電気的接触を持たせたい場合、有効層１６上に実現された構成
部品による発熱の発散が決定的である場合、または有効層１６上に実現されたダイオード
またはレーザーからの発光を引き出し、また抑制することを望む場合である。
【０１０７】
薄膜２の厚さと該薄膜２の構成材料の剛性が十分であれば、中間サポート１２を設けるこ
と無く、上述の構造体と同様の構造体が実現される点が注目される。
【０１０８】
本発明による方法のこの実施態様の第二の実施例には、まだ多数の変形形態が可能である
。たとえば、多結晶ＳｉＣ、窒化アルミニウムまたは窒化ガリウムからなる厚膜４の形成
工程は、ダイアモンドまたは窒化ホウ素からなる厚膜４の形成工程に置き換えることがで
きる。
【０１０９】
他の変形形態によると、中間サポート１２の性質を変える。たとえば、多結晶炭化シリコ
ンまたは多結晶窒化アルミニウムの代わりに、単結晶炭化シリコンを使用する（特に中間
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サポート１２を再生利用する場合）。
【０１１０】
同様に、上述したように窒化ガリウムからなる有効層１６の代わりに、本発明にかなうよ
う、窒化アルミニウム、アルミニウム・ガリウム合金、またはガリウム・インジウム合金
、等からなる有効層１６を形成する場合、これらの実施例は移し替え可能である。窒化ガ
リウムからなる有効層１６はまた、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、等からなる薄膜を
積み重ねた多層構造体となり、また場合によっては、様々な性質のドーピング等を施した
ものとなることがある。
【０１１１】
図４に示す、本発明による方法の実施態様の第三の実施例によれば、構造体を実現する場
合、本発明による方法の第二の実施態様に関連して記述したのとは逆に、厚膜４を有効層
１６上に直接堆積させ、一方有効層１６自体は、薄膜２をソース基板６から離した後、薄
膜２上に直接堆積させる。
【０１１２】
本発明による方法の第三の実施態様について、三つの実施例を用いて以下に記述する。
これらの三つの実施例に使用する材料を表３で一つにまとめる。
【０１１３】
【表３】

【０１１４】
実施例１０：
この実施例（表３の第一列目）によると、本発明による方法の、実施態様の第一の実施例
および第二の実施例に対して上述した方法により、多結晶炭化シリコンからなる中間サポ
ート１２上に単結晶炭化シリコンからなる薄膜２があり、両者の間に酸化シリコンからな
る結合層１０および１１が存在する構造体が実現される。次いで、炭化シリコンからなる
薄膜２の自由面に、ＭＯＣＶＤによる単結晶窒化ガリウムからなる有効層１６が実現され
る。こうして有効層１６上に、気相化学蒸着法により多結晶炭化シリコンからなる厚膜４
が堆積する。こうして得られた構造体は、次いで、薄膜２、有効層１６、および厚膜４か
ら構成される構造体を中間サポート１２から離すのに適した処理７００を受ける。この処
理は、たとえば、機械的応力を伴う場合もあり、そうでない場合もあるがフッ化水素酸中
における食刻、または単純な材料の除去からなる。こうして一方では、窒化ガリウムから
なる有効層１６のサポートとして役立つ厚膜４の連続的積み重ねにより構成される構造体
が得られるが、そこで厚膜４自体は単結晶炭化シリコンからなる薄膜２に覆われており、
また他方では、中間サポート１２は再生利用できる状態になる。
【０１１５】
ここでは、上記で開示した本発明による方法の第二の実施例とは逆に、厚膜４の形成前に
単結晶窒化ガリウムを堆積させる。
【０１１６】
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実施例１１：
本発明による方法の第三の実施例の他の実施例によると、実施例１０の構造体を実現する
が、次いで、たとえば、プラズマ中での食刻８００（表３の第二列目）により単結晶炭化
シリコンからなる薄膜２を取り出す。
【０１１７】
実施例１２：
本発明による方法の、第三の実施例のさらに他の実施例によると（表３の第三列目）、実
施例１１におけるような構造体を実現するが、ここでは単結晶炭化シリコンからなる薄膜
２のみならず、窒化ガリウムからなる有効層の一部をも取り出す点が異なる。
【０１１８】
厚膜４の堆積を行う前に、単結晶炭化シリコンからなる薄膜２、または単結晶窒化ガリウ
ムからなる有効層１６が幾つかの補足の技術工程を受けることがある点が注目され、この
工程の目的は、全体としてまたは部分的に電子部品を実現することにあるか、またはエピ
タキシャルな性質の有無はあるが、追加のフィルムの均一な堆積の対象とするためである
。
【０１１９】
また、単結晶炭化シリコンからなる薄膜２の極性、および窒化ガリウムからなる有効層１
６の極性が、初期ソース基板６の極性の選択によって決められる点に注目しなくてはなら
ない。場合によっては、本発明による方法が、極性を二回変更することができる二重転位
を少なくとも一回含むことがある。
【０１２０】
同様に、上述したように窒化ガリウムからなる有効層１６の代わりに、本発明に従って、
窒化アルミニウム、アルミニウム・ガリウム合金、またはガリウム・インジウム合金、等
からなる有効層１６を形成する場合、これらの実施例は移し替え可能である。窒化ガリウ
ムからなる有効層１６はまた、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、等からなる薄膜を積み
重ねた多層構造体となり、また場合によっては、様々な性質のドーピングを施したものと
なることがある。
【０１２１】
他の変形形態によると、中間サポート１２の性質が変わる。つまりは、多結晶炭化シリコ
ンまたは窒化アルミニウムの代わりに、単結晶炭化シリコン（特にこれを再生利用する場
合）、ダイアモンドまたはその他の材料を使用する。
【０１２２】
図５に示す、本発明による方法の第四の実施態様によれば、薄膜２上に有効層１６の堆積
が実現され、一方薄膜２自体は、それ自体および有効層１６により構成される構造体が中
間サポート１２から離され、さらに薄膜２または有効層１６上、すなわち、薄膜２および
有効層１６により構成される構造体のある面または他の面に厚膜４の堆積を実施するまで
、中間サポート１２上に留まる。
【０１２３】
本発明による方法のこの第四の実施態様について、二つの実施例を用いて説明する。
【０１２４】
実施例１３：
この実施例によると、以下のそれぞれの工程が実現される。
－たとえば、本発明による方法の第一の実施態様において、たとえば上述した方法にかな
うよう、一方では、脆弱化領域８を伴うソース基板６上に、単結晶炭化シリコンからなる
薄膜２により構成される構造体を形成し、他方では中間サポート１２を形成し、薄膜２と
中間サポート１２の間に結合層１０および１１を配置すること；
－脆弱化領域８（たとえば、中間サポート１２との接触に先立ちソース基板６の中に注入
することにより得られる）において、薄膜２およびソース基板６を分離させること；
－炭化シリコンからなる薄膜２の自由面に単結晶窒化ガリウムからなる有効層１６を堆積
させること；
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－中間サポート１２から（たとえば、フッ化水素酸浴中における処理により）薄膜２およ
び有効層１６により構成される組立体を分離させること；および
－有効層１６の自由面に多結晶炭化シリコンからなる厚膜４を堆積させること。
【０１２５】
実施例１４：
この実施例では、前述の例と同様に作業を進めるが、有効層１６上の厚膜４の堆積は、薄
膜２上の厚膜４の堆積に置き換えられる。
【０１２６】
前述したように、薄膜２および有効層１６の厚さおよび剛性が許せば、いかなる方法の時
にも、また厚膜４の堆積に対しても、中間サポート１２を使用することなく、上述した実
施態様を採用することが考えられる。しかしこの場合、薄膜２をソース基板６から離す工
程で補剛材の役割を果たす一時的なサポートが必要となる。なおこの一時的サポートは厚
膜４の堆積の前には取り除かれる。
【０１２７】
本発明による方法の第五の実施態様は、本発明による方法のある場合に対応するが、ここ
では、上述した意味での中間サポート１２も一時的サポートも使用しない。
【０１２８】
本発明による方法の、中間サポート１２を使用しない実施態様の幾つかの実施例を、図６
をもとに説明する。
【０１２９】
脆弱化領域８が（たとえば、原子種の注入により）その中に設けられているソース基板６
から薄膜２を直接離すか、または脆弱化領域８においてソース基板６から薄膜２を離す前
に、有効層１６を堆積させることができる。
【０１３０】
第一の場合は、薄膜２上における厚膜４の堆積へと進む（このときたとえば、実施例１の
最終基板１４が認められる）。場合によっては、厚膜４を受け入れた面とは反対側にある
薄膜２の面での有効層１６の堆積による方法を継続することができる（このときたとえば
、実施例４の最終基板１４が認められる）。
【０１３１】
第二の場合は、薄膜２の側における厚膜４の堆積へと進む（このときたとえば、実施例４
の最終基板１４が認められる）か、または有効層１６の側における厚膜４の堆積へと進む
（そのときたとえば、実施例１０の最終基板１４が認められる）。ここで任意ではあるが
、図４との関連で記述したように（工程８００を参照）、薄膜２の引き出しへと進むこと
ができる（このときたとえば、実施例１１の最終基板が認められる）。
【０１３２】
上述の実施態様には、本発明の枠から逸脱することなく、多くの変形形態を考えることが
できる。
【０１３３】
たとえば、本発明による方法の実施態様の様々な例の中で記述した操作の全体を組み合わ
せることができる。
【０１３４】
たとえば図７に示すように、ある変形形態では、厚膜４の堆積の前に、得られた薄膜２を
バッチで処理する。この場合、これらの薄膜２は、ただ一つの大型の中間サポート１２上
に固定される。
【０１３５】
このただ一つの中間サポート１２の形態は、どのようなもの（円形、長方形等）であって
も構わない。
【０１３６】
この場合、それぞれの薄膜２は同一であっても、異なっていても構わない。これらの薄膜
２のそれぞれは、中間サポート１２から薄膜２を分離する操作の対象となることがある。
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ただ一つの中間サポート１２は、たとえば、酸化シリコンに覆われた多結晶炭化シリコン
からなる一枚の板である。
【０１３７】
厚膜４の堆積後、ただ一つの中間サポート１２および薄膜２／厚膜４の組立体は、フッ化
水素酸浴中でのリフトオフを受ける。ただ一つの中間サポート１２のそれぞれは再生利用
される。
【０１３８】
上述した実施態様のさらに他の変形形態によると、薄膜２の主要面に対応した面より広い
面に厚膜４を堆積させる。この変形形態については図８により説明する。
【０１３９】
この変形形態によると、上記により開示した第一の実施態様に従って実現されたように、
中間サポート１２上に薄膜２があり、両者の間に結合層１０および１１が存在する構造体
が形成される。次いでこの構造体は、薄膜２の自由面が標本扉２０の表面に露出するよう
に標本扉２０の中に載置される（図８ａを参照のこと）。厚膜４はこうして、標本扉２０
からはみ出しながらこの自由面上に形成される。
【０１４０】
同様に形成された基板は、場合によっては、薄膜２からはみ出した端部を除去するのに適
した処理を受けることがある。実際、堆積した膜の端部は、一般的には不均一性、欠陥、
輪縁、等を呈する。本発明はこれらの端部を除去することができる。
【０１４１】
この変形形態はまた、薄膜２の直径より大きい直径を有し、かつ所定の直径を有する基板
の処理ラインに適した基板の形成に有利である。一方薄膜２については、この直径のもの
を直接形成することはできない。
【０１４２】
この変形形態はまた、幾つかの薄膜２上にただ一つの厚膜４を形成しながら、幾つかの薄
膜２および／または有効層１６に対するただ一つのサポートを実現する場合に有利である
（図８ｂを参照のこと）。この変形形態はまた、中間サポート１２および薄膜２により構
成され、かつ平坦な標本扉上に載置されて各構造体上に厚膜４を形成する際に実施するこ
とができる。そこで厚膜４は再度薄膜２の端部上に載置される。
【０１４３】
厚膜４の堆積パラメータを最適化し、単結晶の厚膜４を実現するための、本発明による方
法の変形形態について前述した。
【０１４４】
たとえこうした単結晶の厚膜４の品質が最適化されたものでなくても、表面の膜２または
１６にしか良質の結晶が要求されないような多くの用途に対しては、その品質で十分であ
ることが判明している。
【０１４５】
本発明による方法のこのような変形形態は、インゴットの成長というものが存在しない場
合（窒化ガリウムの場合）、または存在しても費用がかかる場合（単結晶炭化シリコンの
場合）に特に有利である。
【０１４６】
炭化シリコンからなる厚膜４は、非常に早い成長速度（毎時数十または百ミクロン）を有
する、厚膜４に対する成長核としての役割を果たす表面の膜２または１６上に、気相化学
蒸着法により堆積させることができる。
【０１４７】
先行技術においては、エピタキシーによりサポート上に薄膜２を成長させることが多いこ
とが注目される。この場合、基板は極めて高品質のものでなくてはならない。それは、エ
ピタキシーにより基板上に形成される薄膜が同様に高品質のものとなるため、すなわち、
欠陥が転位されないようにするためである。
【０１４８】
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その理由は、サポートの品質が必ずしもエピタキシーの成長にとって必要ではないため、
その品質があまり重要ではなくなるからである。
【０１４９】
他の変形形態によると、上述した内容は、リン化インジウムおよびヒ素化ガリウムのよう
なその他の半導体、またはニオブ酸リチウムのようなその他の材料に入れ替えることがで
きる。
【０１５０】
さらに他の変形形態によると、たとえば絶縁物からなる中間膜が、薄膜２および／または
有効層１６と厚膜４の間に、あるいは薄膜２と有効層１６の間に実現される。この中間膜
は、たとえば、ダイアモンドまたは薄い酸化物（５００Å）である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による製造方法の一実施例のそれぞれの工程を概略的に示した図。
【図２】　本発明にによる製造方法の他の実施例のそれぞれの工程を概略的に示した図。
【図３】　本発明による製造方法のさらに他の実施例のそれぞれの工程を概略的に示した
図。
【図４】　本発明による製造方法のさらに他の実施例のそれぞれの工程を概略的に示した
図。
【図５】　本発明による製造方法のさらに他の実施例のそれぞれの工程を概略的に示した
図。
【図６】　本発明による製造方法のさらに他の実施例のそれぞれの工程を概略的に示した
図。
【図７】　本発明による方法の変形形態として使用することができる、四つの薄膜を有す
る中間サポートを斜視図として概略的に示した図。
【図８】　本発明による方法の変形形態により得られる基板の例を断面図として概略的に
示した図。
【符号の説明】
２　薄膜
４　厚膜
６　ソース基板
８　事前脆弱化領域
１０　結合層
１１　結合層
１２　中間サポート
１４　最終基板
１６　有効層
１００　接触の工程
２００　分離の工程
３００　堆積の工程
４００　削除の工程
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